
申込締切：１０月１６日(月)午後5時まで

参加費

無料



デジタル抽選スクラッチカードキャンペーン 

参加店舗募集要項 

申込締切：令和５年１０月１６日（月）午後５時まで 

１ 「デジタル抽選スクラッチカードキャンペーン」の実施について           

 エネルギー価格高騰及び原材料高騰の影響を受けている白河市内の事業者支援を目的に、消費者の購

買行動の動機付けと消費喚起を促すことを目的に「スクラッチカードキャンペーン事業」を実施します。 

２ 「デジタル抽選スクラッチカードキャンペーン」事業について            

(1)名 称 デジタル抽選スクラッチカードキャンペーン 

(2)事業主体 白河商工会議所・表郷商工会・大信商工会・ひがし商工会 

(3)取扱対象者 別紙①参照 

(4)スクラッチ 

カード配布数 

参加費は「無料」とし、参加店舗へ配布するスクラッチカードの枚数は、１店舗あ 

たり、上限 500 枚までとする。なお、スクラッチカードの再配布は行わないため、

各店舗のスクラッチカードがなくなり次第、お客さまへの配布は終了となる。 

(5)事業期間 
配布期間：令和５年１１月１日（水）～ 令和５年１２月２９日（金） 

応募申込：令和５年１１月１日（水）～ 令和６年１月１５日（月） 

(6)事業概要 

①お客さまが参加店舗にてお買い物をした際、１回の会計で 1,000円（税込）ごと

にスクラッチカードを１枚配布する。（１会計につき最大５枚まで） 

例)１会計あたり 3,000円の場合 → スクラッチカード３枚配布。 

１会計あたり 5,000円を超えた場合 → スクラッチカード５枚配布。 

②「当たり」の場合 

スクラッチ部分を削って「１等」「２等」「３等」が出れば「当たり」。当選者は、

QR コードをスマートフォンで読み取り、手続きフォームから必要事項(氏名、住

所など)と記載のシリアルコードを入力し、事務局へ送信する。そして、後日、事

務局より当選番号に応じた景品を当選者住所に発送する。なお、スマートフォン

で手続きができない方には、カード現物を白河商工会議所に持参することによっ

て、景品引換することもできる。 

③「はずれ」の場合 

 「はずれ」が出れば「はずれ」。但し、異なるシリアルコードのはずれカードを５ 

 枚集めると“景品獲得チャンス”として抽選会に応募することができる。抽選会へ 

の応募手続きは、QRコードをスマートフォンで読み取り、手続きフォームから必 

要事項(氏名、住所など)とはずれカードの異なる５枚のシリアルコードを入力し、 

事務局へ送信する。なお、スマートフォンで手続きができない方には、カード現物 

５枚を白河商工会議所に持参することによって、抽選会へ応募することもできる。 

(7)参加費 無料 

(8)その他 

（参加店の対応） 

①（店内や店頭に）ポスターを掲示する。 

②会計時、1,000円ごとに１枚スクラッチカードを配布する。（１会計５枚まで） 



③スクラッチカードは１店舗あたり 500枚を上限に配布し、各店、これがなくなり 

次第終了となる。その際は、「配布終了」をお客さまに分かるように明示すること。 

④会計時に、スクラッチカード景品の１つである「商品券」(※「商品券」について 

は後述する)による精算があった場合は、これを取り扱うこと。１枚 500円の「商 

品券」とし、お釣りは出さないこと。 

（スクラッチ 

カードについて） 

①会計時、1,000円ごとに１枚スクラッチカードを配布する。（１会計５枚まで） 

②スクラッチカードの補充はしない。 

③従業員等が不正に使用することを禁止する。 

④参加店に配布するスクラッチカードは、事務局側がシリアルコードで把握している。 

⑤店頭に残ったスクラッチカードは再利用せず破棄すること。手続済みの(認証済) 

シリアルコードでエントリーがあった場合は「不正」とみなし「無効」となるた 

め、使いまわしを行わないこと。 

⑥お客さまから本事業について問い合わせがあった際は、事業主体へ問い合わせす 

るよう案内する。 

（商品券の取り 

扱いについて） 

①本事業参加店は、スクラッチカード景品の１つである「商品券」を当選者が持参 

し会計することを了承した上で参加したものとみなす。 

②商品券と現金の交換は禁止する。 

③商品券額面以下の利用の場合であってもお釣りは出さない。 

④不足分は現金等で受け取ること。 

⑤商品券で購入した商品の返品はできない。 

⑥店舗で独自に商品券の利用対象外となる商品・サービスなどを定める場合は、あ 

らかじめ利用者が認識できるようその旨を明示すること。 

⑦他割引企画との併用は不可とするほか、ポイント加算対象外、商品券利用上限な 

どを定める場合は、あらかじめ利用者が認識できるようにその旨明示すること。 

⑧利用期間を徒過した商品券は受け取らない。 

⑨商品券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、発行者は責任を負わない。 

⑩お客さまにとって参加店であることが明確に分かるよう、ポスターを分かりやす 

い場所に掲示すること。 

⑪お客さまが利用する商品券について、偽造防止がない、色合いが明らかに違うな 

ど、偽造された商品券であると判別できる場合は、当該商品券の受取りを拒否す 

るとともに、その事実を速やかに警察へ通報すること。また、その旨を白河商工 

会議所にも報告すること。 

⑫お客さまから商品券を受取り精算に使用した際は、再流出を防止するため商品券 

裏面に店舗名を押印・記載すること。 

⑬商品券換金手続きの際は、白河商工会議所が指定する申請日までに換金窓口へ申 

請書にて申請し、指定日に商品券を持参の上、換金窓口へ来場すること。換金手 



続きの指定日等は、参加店へ直接案内する。 

⑭商品券の交換及び売買は行わないこと。 

⑮利用期間中における商品の売買またはサービスの提供等の取引に使用した商品 

券のみ換金可能とする。 

３ 参加申込方法                                 

別紙「デジタル抽選スクラッチカードキャンペーン参加申込書」に必要事項を記入の上、令和５年 

１０月１６日（月）午後５時までにＷＥＢフォーム、ＦＡＸまたは持参にてお申込みください。 

なお、期限締切以降の申込みの場合、チラシ等への参加店掲載ができないほか、ご参加をお断りする

場合もございますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。 

※別紙参加申込書に記載されている「QR コード」からも参加申込することも可能です。 

４ 「デジタル抽選スクラッチカードキャンペーン」事業の流れ                             

（１）参加店と事務局の流れ 

 

（２）参加店と消費者の流れ 

 

（３）消費者と事務局の流れ 

 

 



☆スクラッチカード イメージ(名刺サイズ) 

表面                      裏面 
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